
（仮称）横須賀市不良な生活環境の解消及び発生の防止を図るための条例  

（目的）  

第１条  この条例は、不良な生活環境の解消及び発生の防止を図るための措置

に関し必要な事項を定めることにより、その状態の解消、予防及び再発防止

を推進するとともに、堆積者が抱える生活上の諸課題の解決に向けた支援を

行い、もって市民が安全で安心して暮らせる快適な生活環境を確保すること

を目的とする。  

（定義）  

第２条  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。  

 (１ ) 建築物等  建築基準法（昭和 25年法律第  201号）第２条第１号に規定す

る建築物及びその敷地（物の堆積又は放置（以下「物の堆積等」という。）

が当該敷地に隣接する私道その他の土地にわたる場合は、当該私道その他

の土地を含む。）をいう。  

 (２ ) 不良な生活環境  物の堆積等に起因する害虫、ねずみ又は悪臭の発生、

火災の発生、物の崩落のおそれその他これらに準ずる影響により、当該物

の堆積等がされた建築物等又はその近隣における生活環境が損なわれて

いる状態をいう。  

 (３ ) 堆積者  物の堆積等をすることにより、建築物等における不良な生活環

境を生じさせている者（事業者を除く。）をいう。  

 (４ ) 居住者等  建築物等の居住者、所有者又は管理者をいう。  

（市の責務）  

第３条  市は、地域社会と協力して、堆積者が抱える生活上の諸課題の解決に

必要な支援を推進するとともに、不良な生活環境の解消及び発生の防止に必

要な措置を講ずるものとする。  

（居住者等の責務）  

第４条  居住者等は、その居住し、所有し、又は管理する建築物等において不

良な生活環境を生じさせないように努めなければならない。  

２  居住者等は、不良な生活環境を生じさせたときは、自ら、速やかにその状

態の解消に努めなければならない。  

（支援）  

第５条  市長は、不良な生活環境にあり、又はそのおそれがある建築物等につ

いて、その堆積者が、自ら、当該不良な生活環境を解消することができるよ

う、当該不良な生活環境の解消に必要な支援を行うことができる。  



２  市長は、不良な生活環境を堆積者が自ら解消することが困難であると認め

る場合は、一般廃棄物（廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律

第  137号）第２条第２項に規定する一般廃棄物（事業活動に伴って生じたも

のを除く。）をいう。以下同じ。）に該当する堆積物の排出の支援を行うこ

とができる。この場合において、市長は、あらかじめ堆積者に対し必要な説

明を行い、その同意を得なければならない。  

３  市長は、前項の規定により排出された一般廃棄物の収集、運搬及び処分を

行うものとする。この場合において、当該一般廃棄物は、市長が指定する市

の施設に搬入された一般廃棄物とみなして、手数料条例（平成 12年横須賀市

条例第９号）第６条及び別表第５の規定を適用する。  

（調査及び報告）  

第６条  市長は、支援の実施に必要な限度において、建築物等における物の堆

積等の状態、当該建築物等の使用又は管理の状況、所有関係その他必要な事

項について、調査をし、又は当該建築物等の居住者等及び堆積者の関係者に

対して報告を求めることができる。  

２  市長は、前項の規定による調査又は報告の結果、建築物等における不良な

生活環境の解消を図るために必要があると認める場合は、官公署に対し、物

の堆積等がされた建築物等の所有関係又は堆積者の親族関係、福祉保健に関

する制度の利用状況その他の堆積者に関する事項に関して、報告を求めるこ

とができる。  

（調査結果等の提供等）  

第７条  市長は、市と地域住民、関係する行政機関その他の関係者とが協力し

て支援を行うに当たって必要があると認める場合は、それらの者に対し、当

該支援の実施に必要な範囲内で、前条の規定による調査又は報告の結果を提

供することができる。  

２  前項の規定による調査又は報告の結果の提供を受けた者（その者が法人で

ある場合にあっては、その役員又はその職員）又はこれらの者であった者は、

正当な理由がなく、当該支援の実施に関して知り得た秘密を漏らしてはなら

ない。  

（立入調査等）  

第８条  市長は、この条例の施行に必要な限度において、不良な生活環境にあ

り、又はそのおそれがあると思われる建築物等について、その指定する職員

若しくはその委任した者に立入調査をさせ、又は堆積者その他の関係者に質

問させることができる。  



２  前項の規定による立入調査又は質問を行う職員又はその委任をした者は、

その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示

しなければならない。  

３  第１項の規定による立入調査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認めら

れたものと解釈してはならない。  

（指導又は勧告）  

第９条  市長は、第５条に規定する支援をした場合において、なお不良な生活

環境が解消していないと認めたときは、堆積者に対して、不良な生活環境を

解消するよう指導をすることができる。  

２  市長は、前項の規定による指導をした場合において、なお不良な生活環境

が解消していないと認めるときは、堆積者に対して、期限を定めて不良な生

活環境を解消するための措置をとるべきことを勧告することができる。  

（命令）  

第 10条  市長は、前条第２項の規定による勧告をした場合において、なお不良

な生活環境が解消していないと認めるときは、堆積者に対して、期限を定め

て不良な生活環境を解消するための措置をとるべきことを命ずることができ

る。  

２  市長は、前項の規定により命令を行うときは、事前に第 13条第１項に規定

する審議会に諮問し、意見を聴かなければならない。  

（公表）  

第 11条  市長は、前条第１項に規定する命令を受けた者（以下「義務者」とい

う。）が、正当な理由なくその命令に係る措置をとらなかったときは、次に

掲げる事項を公表することができる。  

 (１ ) 命令に従わない者の住所及び氏名  

 (２ ) 命令の対象である建築物等の所在地  

 (３ ) 不良な生活環境の内容  

 (４ ) 命令の内容  

 (５ ) その他市長が必要と認める事項  

（代執行）  

第 12条  市長は、第 10条第１項の規定により必要な措置を命じた場合におい  

 て、義務者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履

行しても同項の期限までに完了する見込みがない場合において、他の手段に

よってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置する

ことが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法（昭和 23年法



律第 43号）の規定により、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をし

てこれを行わせることができる。  

２  市長は、前項の規定により代執行を行うときは、事前に次条第１項に規定

する審議会に諮問し、意見を聴かなければならない。  

（横須賀市生活環境保全審議会）  

第 13条  この条例の規定によりその権限に属せしめられた事項を審議させるた

め、本市に地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第  138条の４第３項の規定に

よる附属機関として、横須賀市生活環境保全審議会（以下「審議会」という。）

を設置する。  

２  審議会は、建築物等における不良な生活環境の解消に関し、市長に意見を

述べることができる。  

３  審議会は、委員７人以内をもって組織する。  

４  前項に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、規則で定

める。  

５  審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退

いた後も、同様とする。  

（その他の事項）  

第 14条  この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、

規則で定める。  

   附  則  

 この条例は、平成 30年４月１日から施行する。  


